
積極的疫学調査を風疹で実施する目的

• 本人が属している集団のリスク評価
（感受性者が多いのか、妊婦や妊娠を希望している人や
そのパートナーがいるのか、地域に拡大させるリスクがあるのか）

• 接触者に関しては、最大潜伏期間の間（21 日間）は健康観察を行い、
症状を認めた場合は速やかに医療機関を受診するよう指導する。そ
の際、あらかじめ医療機関に対して風疹ウイルスに感染して発症し
ている可能性があることを電話で伝え、マスク着用の上、受診方法、
受診時間を聞いた上で受診するように促す。また、発症した際には
保健所にも連絡するように指導し、受診医療機関と協力し、新たな
患者の早期発見と患者と感受性者の接触を可能な限り避けるよう努
める。



先天性風しん症候群（CRS）

• 発生確率：母親が顕性感染した妊娠月別のCRS の発生頻度は、妊娠1 
カ月で50%以上、2カ月で35%、3カ月で18%、4カ月で8%程度である。
成人でも15%程度不顕性感染があるので、母親が無症状であっても
CRS は発生し得る。

• 流行期の発生頻度：風しん流行期における年毎の10 万出生当たりの
CRSの発生頻度は、米国で0.9 ～1.6 、英国で6.4 ～14.4 、日本で1.8 
～7.7 であり、国による差は殆ど見られない。

• 臨床症状：CRS の3 大症状は先天性心疾患、難聴、白内障である。

• 感染症法上の取扱：全数報告対象（5類感染症）であり、診断した医
師は7日以内に最寄りの保健所に届け出なければならない。

参考：感染研ホームページ 先天性風しん症候群と
は



医療機関における麻しん風しん対応

【平時の対応（最も重要）】

・職員や実習生は必要回数である 1 歳以上で 2 回のワクチン接種歴の
記録を本人と医療機関の双方で保管することを原則とする。

・罹患歴のある職員・実習生は、抗体価を測定し、罹患歴を検査で確
認する。

・必要回数である 1 歳以上で 2 回の予防接種歴が記録によって確認で
きない者、罹患歴を検査で確認できない者（記憶違いの可能性があ
る）には、ワクチンの接種を推奨する。

ワクチン接種歴や罹患歴の確認を行い、確認できない場合は
ワクチン接種の勧奨が重要。

参考：医療機関での麻疹対応ガイドライン 第7版

医療機関における風しん対策ガイドライン



医療機関における麻しん風しん対応

参考：医療機関での麻疹対応ガイドライン 第7版

医療機関における風しん対策ガイドライン

【感染を疑う患者を診察する場合】

・1例発生したら迅速かつ適切に対応！

⇒感染者への対応は、1 歳以上で 2 回のワクチンの接種歴が記録で確
認できた者、罹患歴有りを抗体価陽性で確認できた者が行う。

⇒麻しん感染者に対しては空気感染防止策、風しん感染者に対しては
飛沫感染防止策を講じる。

⇒臨床診断した場合は、速やかに保健所に届出を行い、保健所を通し
て地方衛生研究所に臨床検体を搬送し、全例の検査診断を実施する。

院内で感染者発生後の 1 か月間は、新たな感染者の発生に注意。



学校保健安全法における麻しん風しん
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

（中略）

二 第二種 インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。)、百日せき、
麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、以後省略

第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従
い、次のとおりとする。

（中略）

二 第二種の感染症（結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。）にかかつた者につ
いては、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそ
れがないと認めたときは、この限りでない。

ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。

ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。 参考：e-GOV 法令検索

学校保健安全法施行規則


